
法人の区分 税率

１ ２～９以外の法人

年額 ５０，０００円

２ 資本金等の額が１千万円以下で、従業者が５０人を超える法人

年額 １２０，０００円

３ 資本金等の額が１千万を超え１億円以下で、従業者が５０人以下の法人

年額 １３０，０００円

４ 資本金等の額が１千万円を超え１億円以下で、従業者が５０人を超える法人

年額 １５０，０００円

５ 資本金等の額が１億円を超え１０億円以下で、従業者が５０人以下の法人

年額 １６０，０００円

６ 資本金等の額が１億円を超え１０億円以下で、従業者が５０人を超える法人

年額 ４００，０００円

７ 資本金等の額が１０億円を超え、従業者が５０人以下である法人

年額 ４１０，０００円

８ 資本金等の額が１０億円を超え５０億円以下で、従業者が５０人を超える法

人 年額１，７５０，０００円

９ 資本金等の額が５０億円を超え、従業者が５０人を超える法人

年額３，０００，０００円

１４．７％※ 法人税割の税率

（この税率は、平成１９年４月１日以後に終了する事業年度分から適用する。

なお、平成１９年３月３１日までに終了する事業年度分については１２．３％とする。）


